
 

報告事項 (1)  令和４年度国民健康保険事業特別会計補正予算 (案) について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《歳　入》　　 　（単位：千円）

当初予算額 現計予算額 補正額 補正後の額

947,505 947,505 △ 1,985 945,520

5,004,675 5,004,675 1,985 5,006,660

4,898,954 4,898,954 0 4,898,954

105,721 105,721 1,985 107,706

560,822 562,727 7,144 569,871

517,637 519,542 19,847 539,389

43,185 43,185 △ 12,703 30,482

35,885 35,885 0 35,885

30 30 0 30

1 51,136 0 51,136

6,548,918 6,601,958 7,144 6,609,102

《歳　出》　　 　（単位：千円）

当初予算額 現計予算額 補正額 補正後の額

47,310 49,215 0 49,215

4,909,584 4,909,584 0 4,909,584

1,501,984 1,501,984 0 1,501,984

1 1 0 1

82,753 82,753 0 82,753

286 47,610 0 47,610

4,000 7,811 7,144 14,955

4,000 4,000 0 4,000

0 2,755 7,144 9,899

0 1,056 0 1,056

3,000 3,000 0 3,000

6,548,918 6,601,958 7,144 6,609,102

災害臨時特例補助金返還金

予 備 費

歳 出 合 計

諸 支 出 金

国保税返還金

保険給付費等交付金返還金
令和元年度及び2年度の精算
(特別交付金 (国保税のコロナ減免) の返還)

共 同 事 業 拠 出 金

保 健 事 業 費

基 金 積 立 金

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

保 険 給 付 費

歳 入 合 計

区　　　　　　分 説　　　　　　明

総 務 費

諸 収 入

財 産 収 入

繰 越 金

繰 入 金

一般会計繰入金

国保財政安定化支援分　△3,139千円
保険基盤安定分　21,849千円
未就学児均等割保険税軽減分　1,137千円

基金繰入金
特別交付金の返還に係る財源　7,144千円
国民健康保険事業財政調整基金とりくずしの減　△19,847千円

道 支 出 金

普通交付金

特別交付金 コロナ減免分

区　　　　　　分 説　　　　　　明

国 民 健 康 保 険 税 特別交付金の増による財源更正



 

報告事項 (2)  令和 5 年度国民健康保険事業特別会計当初予算 (案) について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（歳入） (単位：千円）

令和5年度 令和4年度 比較 予算増減理由等

897,413 947,505 ▲ 50,092

897,413 947,179 ▲ 49,766

621,275 645,927 ▲ 24,652

現年度分 615,037 640,939 ▲ 25,902 被保険者数の減

過年度分 6,238 4,988 1,250 調定額の増

14,966 21,575 ▲ 6,609 調定額の減

200,618 213,853 ▲ 13,235

現年度分 198,397 212,233 ▲ 13,836 被保険者数の減

過年度分 2,221 1,620 601 調定額の増

4,547 6,836 ▲ 2,289 調定額の減

53,589 55,403 ▲ 1,814

現年度分 52,699 54,634 ▲ 1,935 被保険者数の減

過年度分 890 769 121 調定額の増

2,418 3,585 ▲ 1,167 調定額の減

0 326 ▲ 326

0 163 ▲ 163

現年度分 0 0 0

過年度分 0 163 ▲ 163

0 37 ▲ 37

0 45 ▲ 45

現年度分 0 0 0

過年度分 0 45 ▲ 45

0 10 ▲ 10

0 58 ▲ 58

現年度分 0 0 0

過年度分 0 58 ▲ 58

0 13 ▲ 13

75 0 75

75 0 75

75 0 75

5,137,766 5,004,675 133,091

5,137,766 5,004,675 133,091

5,033,988 4,898,954 135,034 療養給付費の増

103,778 105,721 ▲ 1,943 対象経費見直しによる減

624,068 560,822 63,246

523,459 517,637 5,822
保険基盤安定制度に係る
繰り入れの増

100,609 43,185 57,424
納付金財源としての取り
崩しの増

31,964 35,885 ▲ 3,921 調定額の減

66 30 36

1 1 0

6,691,353 6,548,918 142,435

区分

国民健康保険税

一般被保険者　国民健康保険税

医療給付分　現年度分

介護納付金分　滞納繰越分

医療給付分　滞納繰越分

高齢者支援金分　現年度分

高齢者支援金分　滞納繰越分

介護納付金分　現年度分

介護納付金分　滞納繰越分

退職被保険者等　国民健康保険税

医療給付分　現年度分

医療給付分　滞納繰越分

高齢者支援金分　現年度分

高齢者支援金分　滞納繰越分

介護納付金分　現年度分

計

基金繰入金

諸収入

道支出金

道負担金

保険給付費等交付金　普通交付金

保険給付費等交付金　特別交付金

繰入金

一般会計繰入金

国庫支出金

国庫補助金

健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金

財産収入：　利子及び配当金

繰越金



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（歳出） （単位：千円）

令和5年度 令和4年度 比較 予算増減理由等

47,535 47,310 225

5,042,254 4,909,584 132,670

4,338,051 4,224,710 113,341 1人当たりの医療費の増

687,947 670,840 17,107 1人当たりの医療費の増

12,506 10,506 2,000 42万→50万への増額

3,000 3,000 0

750 528 222

1,512,446 1,501,984 10,462

1 1 0

80,290 82,753 ▲ 2,463

66,758 68,623 ▲ 1,865

241 246 ▲ 5

56,685 57,636 ▲ 951 健診件数の減

9,832 10,741 ▲ 909 予防接種件数の減

13,532 14,130 ▲ 598

67 286 ▲ 219

5,760 4,000 1,760

3,000 3,000 0

6,691,353 6,548,918 142,435

高額療養費

出産育児諸費　：　出産育児一時金

療養諸費

保険給付費

区分

総務費

保健事業費

保健衛生普及費

共同事業拠出金

葬祭諸費　：　葬祭費　負担金補助及び交付金

傷病手当金　：　傷病手当金　負担金補助及び交付金

国民健康保険事業費納付金

予備費

計

諸支出金

保健衛生普及経費

特定健康診査・特定保健指導事業

保健衛生推進支援事業

医療費適正化対策事業

基金積立金



1 

報告事項（3）  北広島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

地方税法施行令の一部が改正されたことにより、 

北広島市国民健康保険税条例においても以下の改正が必要となります。 

 

【１ 国民健康保険税課税限度額の改定】 

令和４年度の法定課税限度額が改定されたことから、国の 1年遅れで引き上げるというこれまで

の方針に従って課税限度額の改定を行う。 

【第２条、第２４条】 

 
令和４年度 

限度額 

令和５年度 

改定案限度額 

（令和４年度法定額） 

 

差 

 

医療分 ６３万円 ６５万円 ２万円 

後期高齢者支援金分 １９万円 ２０万円 １万円 

介護納付金分 

４０歳以上６４歳以下 
１７万円 １７万円 据え置き 

合計 ９９万円 １０２万円 ３万円 

 

【２ 軽減判定基準の改定】 

 5 割軽減及び 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準を引き上げる。 

【第 24条】 

軽減 

割合 

軽減の判定基準所得額 

（現行） 

軽減の判定基準所得額 

（改定） 

７割 43万円+10 万円×(給与所得者の数－1)以下 改定なし 

５割 
43 万円＋(28.5 万円×被保険者数)+10 万円

×(給与所得者の数－1)以下 

43 万円＋(29 万円×被保険者数)+10 万円

×(給与所得者の数－1)以下 

２割 
43万円＋(52万円×被保険者数)+ 10 万円×

(給与所得者の数－1)以下 

43万円＋（53.5万円×被保険者数）＋10万

円×（給与所得者の数－1）以下 

※被保険者数には、国保から後期高齢者医療制度へ移行し、その後も継続して同じ世帯に属す方も含む 

 

 

・施行予定日 令和５年4月 1日 



報告事項 (4)  北広島市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

１．内 容（出産育児一時金支給額の見直し） 

近年の出産費用の伸びを勘定し、出産育児一時金の基本額を引き上げることによ

って、加算後の支給総額を５０万円にするもの。（令和4年12月15日開催社会保障

審議会医療保険部会にて方針決定） 

 

○産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合 

 現在の支給額 
令和5年4月 

以降の支給額 

出 産 育 児 一 時 金 ４０．８万円 ４８．８万円 

産科医療補償制度掛金 １．２万円 １．２万円 

合   計 ４２．０万円 ５０．０万円 

 

 

２．施行期日  令和５年４月１日 

 

 



報告事項（5）  

 

新型コロナウイルス感染症に係る 

保険税減免・傷病手当金支給の終了について 
 
 

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置づけられる方針が示されたことを踏まえ、厚生労

働省事務連絡(令和５年２月 10 付け)にて、新型コロナウイルス感染症に係る保険税減免及び傷病

手当金の支給に対する財政支援の取り扱いについて、下記の期間をもって財政支援を終了する旨

の通知があった。 

当市の保険税減免・傷病手当金についても、下記の期間をもって終了とする。 

【財政支援措置対象期間】 

◇ 保険税減免：令和４年度(2022 年度)課税相当分 

◇ 傷病手当金：令和５年(2023 年)５月７日までに感染した方 

 

 

《参考》制度の概要とこれまでの実績                                                                                   
 

① 保険税減免 

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、

又は主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯について、保険税を全額または一部減免す

る。 

 

② 傷病手当金の支給 

新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または感染が疑われる症状が現れたことにより療

養し、労務に服することができない被保険者で、給与の支払いを受けている者に対して一定期

間に限り支給する。 

 

【これまでの実績】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 合 計 

保険税減免 115 件 

3,935,100 円 

144 件 

23,922,700 円 

77 件 

11,438,500 円 

15 件 

2,942,400 円 

351 件 

42,238,700 円 

傷病手当金 － 件 

－ 円 

1 件 

16,331 円 

13 件 

719,145 円 

20 件 

524,545 円 

34 件 

1,260,021 円  
※令和４年度は見込み 


